
第５８号議案 

   令和６年度芦屋市一般会計補正予算（第１号） 

令和６年度芦屋市の一般会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ138,065千円を追加し、歳入歳出予算

の総額を歳入歳出それぞれ47,102,065千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳

出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。 

 （繰越明許費） 

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１３条第１項の規定により翌年

度に繰り越して使用することができる経費は、「第２表繰越明許費」による。 

   令和６年６月５日提出 

芦屋市長 髙 島  崚 輔    

58-1



58-2 58-3



０４　衛　　生　　費

款

　　　　　合　　　　　　　　　　　計

０２　清 掃 費

第 ２ 表 繰

項
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ごみ収集車購入事業

　　　　　合　　　　　　　　　　　計

事　　　　　　　　業　　　　　　　　名

19,084

金　　　　　　額

 越 明 許 費
（単位　千円）

19,084
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　        　　令和６年度芦屋市一般会計補正予算（第１号）の繰越明許費の内容 　　　　

（単位 千円）

現計予算額
(6月補正後)

ごみ収集車購入事業 19,084 19,084 役務費・備品購入費・公課費

合　　　　計 19,084 19,084

事 　 　業 　 　名 繰越明許費 主な内容
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令和６年度一般会計補正予算（第１号）について

歳入歳出予算

当初予算額： 46,964,000千円

現計予算額： 46,964,000千円

補 正 額： ＋ 138,065千円

補正後予算額： 47,102,065千円 （＋138,065千円）

（補正額の内訳）

※ （ ）内は当初予算額からの増減額

① 予防接種に要する経費追加 ＋ 125,211千円（＋ 1,610千円）

② いじめ問題対策審議会委員報酬等の追加 ＋ 7,732千円（＋ 7,732千円）

③ 命名権料の基金への積立て ＋ 2,622千円（＋ 0千円）

④ コミュニティ・スクール助成事業 ＋ 2,500千円（＋ 0千円）

補 正 額：＋ 138,065千円（＋ 9,342千円）

※ （ ）内は市負担額（一般財源及び市債）
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【別紙】…前頁①～④に係る歳出予算の補正内容

（単位：千円）

国・県 市債 その他 一般財源

衛生費-保健衛生費-予防費

新型コロナワクチン接種事業に
要する経費追加

衛生費-保健衛生費-予防費

帯状疱疹ワクチン接種費補助事業に
要する経費追加

教育費-教育総務費-教育指導研究費

いじめ問題対策審議会委員報酬等の追加

総務費-総務管理費-財産管理費

公共施設等整備基金への積立て

教育費-教育総務費-事務局費

教育振興基金への積立て

教育費-社会教育費-社会教育事業費

コミュニティ助成事業
（コミュニティ・スクール助成事業）

合　計 ＋138,065 ＋1,126 ＋0 ＋127,597 ＋9,342

（注） 「財源内訳」欄の「その他」は、国県支出金・市債以外の特定財源（寄附金及び特定目的基金等）を計上。

事　業　名 事 業 概 要 補正額
財源内訳

①

新型コロナワクチン接種事業を今年度から「定期接種」として実施する
にあたり、昨年末に国から示された標準的な接種費用としてのワクチン
価格が増額になったため、この増額分について、国から基金管理団体を
通じて助成金を受け入れるとともに、医療機関に支払う委託料を追加す
るもの。

＋122,475 ＋122,475

県において、市町の帯状疱疹ワクチン接種助成事業に対する補助制度が
創設されたことに伴い、帯状疱疹ワクチンの接種費を助成するもの。
【支給対象】
接種日現在で満50歳以上の方
【助成額】
1回限り4,000円
【実施期間】
令和6年8月1日～令和7年3月31日
※令和6年4月1日～令和6年7月31日の接種費については償還払いを行う。
【財源】
県補助金（市助成額の1/2）

＋2,736 ＋1,126 ＋1,610

＋7,732

③

芦屋市総合公園命名権料（605千円）を基金へ積み立てるもの。
【命名権の概要】
愛　　称　：ミラタップパーク芦屋
パートナー：株式会社サンワカンパニー
協定期間　：令和6年5月1日から令和11年3月31日まで（4年11か月）
命名権料　：年額660千円（消費税込・初年度のみ11か月分）

＋605 ＋605

打出教育文化センター・打出公園命名権料（2,017千円）を基金へ積み立
てるもの。
【命名権の概要】
愛　　称　：うちぶん
パートナー：ＪＣＲファーマ株式会社
協定期間　：令和6年5月1日から令和11年3月31日まで（4年11か月）
命名権料　：年額2,200千円（消費税込・初年度のみ11か月分）

＋2,017

②
重大事態と判断した事案について、いじめ問題対策審議会に諮問を行
い、専門部会における事実関係の調査及び審議等に要する報酬等を追加
するもの。

＋7,732

④

三条コミュニティ・スクールにおいて、「夏の夜のつどい」等に必要な
備品整備事業を予定していたところ、今年度における（一財）自治総合
センターのコミュニティ助成事業に採択されたため、当該補助金を追加
するもの。

＋2,500

＋2,017

＋2,500
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